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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２８年６月９日 木曜日 午前１１時２９分開会 

蒲  生  光  男  委員長   五 十 嵐  智  洋  副委員長 

 

出 席 委 員 （１５名） 

 

  １番  宇 津 木  正  紀  委員    ２番  浅  野  敏  明  委員 

  ３番  金  子  豊  美  委員    ４番  内  谷  邦  彦  委員 

  ５番  平     進  介  委員    ６番  鈴  木  富 美 子  委員 

  ７番  渡  部  秀  樹  委員    ８番  今  泉  春  江  委員 

  ９番  梅  津  善  之  委員   １０番  赤  間    広  委員 

 １１番  小  関  秀  一  委員   １２番  五 十 嵐  智  洋  委員 

 １３番  蒲  生  光  男  委員   １４番  安  部     隆  委員 

 １５番  町  田  義  昭  委員 

 

欠 席 委 員 （０名） 

 

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

 内 谷 重 治  市 長       遠 藤 健 司  副 市 長 

 齋 藤 環 樹  総 務 参 事       泡 渕 栄 人  地 方 創 生 参 事 

 松 木 幸 嗣  厚 生 参 事       竹 田 利 弘  総 合 政 策 課 長 

 髙 石 潤 一  総 務 課 長       渡 邊 洋 男  財 政 課 長 

 桐 生 芳 弘  公共施設整備課長       松 木   満  地域づくり推進課長 

 佐 野 安 広  税 務 課 長       鈴 木 広 弥  市 民 課 長 

 伊 藤 亮 一  健 康 課 長       佐 藤   隆  福祉あんしん課長 

 金 子   剛  子育て推進課長       堀 越 俊一郎  監 査 委 員 

 加 藤 弘 二  教 育 委 員 長       加 藤 芳 秀  教 育 長 

 鈴 木 國 男  選挙管理委員会委員長       鈴 木 榮 一  農業委員会会長 

 谷 澤 秀 一  産 業 参 事       青 木 邦 博  建 設 参 事 

 遠 藤 敏 広  農 林 課 長       手 塚 慶 一  商 工 観 光 課 長 

 横 山 照 康  産業活力推進課長       多 田 茂 之  建 設 課 長 

 種 村 正 一  上 下 水 道 課 長       渋 谷 憲 治  会計管理者兼会計課長 

 横 山 賢 一  教 育 参 事       鈴 木 博 郎  学 校 教 育 課 長 
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 川 村 直 人  文化生涯学習課長       小 関 浩 幸  生涯スポーツ課長 

 鈴 木 良 弘  選挙管理委員会事務局長       髙 橋 洋 一  監査委員事務局長 

 中 田 浩 之  農業委員会事務局長       渋 谷 正 通  消 防 主 幹 

 

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

 飯 澤 常 雄  議 会 事 務 局 長       小 林 克 人  補 佐 

 若 月 由 紀  議 事 調 査 主 査       安 達 洋 司  主 任 技 士 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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○飯澤常雄議会事務局長 予算特別委員会が設置

されましたので、ただいまから予算特別委員会

を開会いただき、正副委員長の互選を行ってい

ただきます。 

 委員会条例第10条第２項の規定によりまして、

年長委員が臨時委員長の職務を行うことになっ

ておりますので、町田義昭委員に臨時委員長を

お願いいたします。 

  （町田義昭臨時委員長登壇） 

 

 

   開     会 

 

 

○町田義昭臨時委員長 それでは、委員会条例第

10条第２項の規定により、私が委員長の職務を

行います。 

 定足数に達しておりますので、これから予算

特別委員会を開会いたします。 

 

 

 委員長の互選 

 

 

○町田義昭臨時委員長 直ちに委員会条例第９条

の規定により、委員長の互選を行います。 

 お諮りいたします。 

 互選の方法につきましては、会議規則第119

条第５項の規定により、指名推選の方法により

行うこととし、指名の方法につきましては、臨

時委員長において指名することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、互選の方法は、指名推選の方法によ

り行うこととし、指名の方法は、臨時委員長に

おいて指名することに決定いたしました。 

 予算特別委員会委員長には、さきの議会運営

委員会において内定を見ております蒲生光男委

員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま臨時委員長において指名いたしまし

た蒲生光男委員を委員長の当選人と定めること

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました蒲生光男

委員が予算特別委員会委員長に当選されました。 

 以上で臨時委員長の職務は終わりました。 

 これで委員長と交代いたします。ご協力あり

がとうございました。 

  （臨時委員長退席、委員長登壇） 

○蒲生光男委員長 一言ご挨拶申し上げます。 

 昨年に引き続いて予算委員長を務めることに

なりました。これまでも大変活発なご質疑をい

ただいて、議会の活性化に大変皆様からはご協

力いただいたなと思っておりますけれども、６

月議会予算案はそれほどないわけでありますけ

れども、ぜひ予算の中から総括でさまざまただ

したいこと、これを聞いていただければと思っ

ております。 

 一般質問、予算総括質疑、細部質問とそれぞ

れの質問の形態は違いますし、それぞれのルー

ルというものも議会運営委員会で定めてまいり

ましたので、これらのルールにのっとって、ぜ

ひ活発なご質疑をお願いし、委員長の席に着か

せていただきます。 

 

 

 副委員長の互選 

 

 

○蒲生光男委員長 それでは、これから副委員長

の互選を行います。 

 お諮りいたします。 

 互選の方法につきましては、会議規則第119
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条第５項の規定により、指名推選の方法により

行うこととし、指名の方法につきましては、委

員長において指名することにいたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、互選の方法は、指名推選の方法によ

り行うこととし、指名の方法は、委員長におい

て指名することに決定いたしました。 

 予算特別委員会副委員長には、さきの議会運

営委員会において内定を見ております五十嵐智

洋委員をご指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま委員長において指名いたしました五

十嵐智洋委員を副委員長の当選人と定めること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました五十嵐智

洋委員が予算特別委員会副委員長に当選されま

した。 

 

 

   散     会 

 

 

○蒲生光男委員長 それでは、次の本委員会は、

来る24日午前10時から開催することといたしま

す。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご協力

ありがとうございました。 

 

 

    午前１１時３４分 散会 

 


